
令和４年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導【資料３】

指定更新・各種届出・指導監査について

１ 指定更新について

６年ごとに指定の更新が必要となり，更新申請の手続は，原則，指定申請

と同様です。

更新申請に必要となる書類等については，事業所等を管轄する地域振興局・

支庁に確認の上，なるべく２か月前までに提出くださるようお願いします（地

域振興局・支庁へ書類を持参される場合も，事前に連絡の上，来所くださるよ

うお願いします）。

２ 指定内容変更届

事業所等の名称，所在地，事業所等の平面図，運営規程等に変更があった場

合は，変更のあった日から10日以内に事業所等を管轄する地域振興局・支庁に

必要書類を提出してください。

３ 廃止届，休止届，再開届

事業所等を廃止又は休止する場合は，廃止又は休止の日の１か月までに，ま

た，事業所等を再開する場合は，再開の日から10日以内に，事業所等を管轄す

る地域振興局・支庁に届け出てください。

４ 体制等に関する届出について

⑴ 届出に係る加算等の開始時期（算定される単位数が増えるものに限る）

地域振興局・支庁への届出が毎月15日以前に受理された場合は翌月から，

16日以降に受理された場合は翌々月から，算定を開始します 。

⑵ 加算等が算定されなくなるもの

事業所等の体制について，加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又

は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は，速やかにその旨を地域

振興局・支庁へ届け出てください。

この場合，加算等が算定されなくなった事実が発生した日（※）から加算等

の算定を行わないものとします 。

※ 居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護における「特定事業所加算」について

は，事実が発生した日の属する月の翌初日から加算等の算定を行わないものとします。

⑶ 報酬算定の変更を伴わないもの

福祉専門職員等の有資格者の変更等，報酬算定の変更を伴わないものは，

変更後速やかに，地域振興局・支庁へ届け出てください。
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※ 前ページ第１から第４の事項に係る申請・届出様式及び必要となる添付書

類等は，下記の県ホームページで確認，ダウンロードしてください。

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ

> 指定障害福祉サービス事業者等の指定申請様式等

https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/sisetsu/30youshiki.html

【届出・問合せ先】

（注） 鹿児島市内の事業所（障害児入所施設を除く）は，鹿児島市が所管となりますので，

鹿児島市障害福祉課（電話番号：099-216-1272）へ確認をお願いします。

また，障害児入所施設は，県障害福祉課施設支援係（電話番号：099-286-2749）へお

問い合わせください。

５ 令和５年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

「福祉・介護職員処遇改善加算」，「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」

及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定しようとする事業所

は，前年度に加算を算定している場合であっても，処遇改善計画書及び実績報

告書を提出する必要があります。

⑴ 加算算定に当たって届出が必要な書類

処遇改善計画書及び添付書類

※ 新たに福祉介護職員処遇改善加算等を定する場合や，従来の区分と異なる加算を算

定する場合（「加算Ⅱ」→「加算Ⅰ」を算定する場合など）は，介護給付費等の額算

定に係る体制等に関する届出書等も提出する必要がありますので，留意ください。
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⑵ 提出先

上記「届出・問合せ先」に同じ。

※ 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者においては，

それぞれの事業所を管轄する地域振興局・支庁等に対し，計画書を提出する必要が

ありますので，提出先を十分御確認ください。

⑶ 提出期限

ア 令和５年４月から加算を取得しようとする場合

令和５年４月14日（金）

※ 令和５年度は，計画書等の様式変更があったことから，提出期限が例年と異なって

います。例年の提出期限は，前年度の２月末となっています。

イ 年度の途中で加算を取得しようとする場合

算定を受けようとする月の前々月の末日（例：6月提出→8月から加算）

⑷ 実績報告について

各年度における最終の加算に係る支払があった月の翌々月の末日までに，

実績報告を行ってください。

※ 加算を算定する最後のサービス提供月が３月の場合，加算に係る報酬の支払いが５月

となるため，実績報告は７月末までに行っていただくこととなります。

６ 業務管理体制の整備に関する事項の届出等について

平成24年４月１日から，障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業

者等は，法令遵守等の「業務管理体制」の整備とその届出が義務付けられてい

ます。整備する業務管理体制の内容や届出先は，下記及び次ページを参照して

ください

また，届け出た内容等に変更があった場合は，変更に係る届出書の提出が必

要となります。

⑴ 届出書の内容

設置する事業所等の数により，下表のとおり届出事項が異なります。
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⑵ 届出先

事業所等の新たな指定により，事業を行う地域が変更となり，届出先に変

更が生じる場合は，変更前の届出先及び変更後の届出先双方に届出が必要と

なります。

※ 届出様式及び記入要領等は，下記の県ホームページで確認，ダウンロード

してください。

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ

>業務管理体制の整備及び整備事項の届出及び確認検査について

http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/ziritushien/

jigyousyo/20120807.html

７ 事故発生時の報告について

事業者は，利用者に対するサービス等の提供により事故等が発生した場合は，

県，市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講ず

る必要があります。

県への連絡については，「事故等発生時の報告について」（令和３年９月９

日付け障福第474号県くらし保健福祉部障害福祉課長通知）により取り扱うこ

ととしていますので，事故等が発生した際は，速やかに事故報告書（様式・記

入例及び報告フローは後ページ参照）により報告してください。

・ 第一報として，概要報告を行う（電話・ＦＡＸ可）。

・ 時間の経過に伴い状況が変化する事案については，電話・ＦＡＸ等により

追加報告を行う。

・ 事故等の処理が終息した場合は，事案に応じて，損害賠償等の対応状況，

再発防止策等を含む詳細報告を行う。

※ 報告様式等は，下記の県ホームページからダウンロードしてください。

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ

> 事故等発生時の報告について

https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/ziritushien

/jigyousyo/shiyougaijikohoukoku.html
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⑴ 報告を求める事故等

ア サービス提供中の利用者のけが又は死亡（サービス送迎・通院等の間の

事故を含む。けがの程度は，医療機関で受診した場合を原則とする。事業

者側の過失の有無を問わない）

イ 職員（従業者）の法令違反・不祥事（利用者の処遇に関連するものに限

る）

ウ 感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況（法令等に基づ

き，保健所等へ報告した場合を除く）

エ 人権侵害等（事業所等で発生した人権侵害，虐待と考えられる事案）

オ 無断外出（警察への通報等による捜索を要する場合）

カ 災害火災等により物的・人的被害が発生した場合（県へ報告が必要とな

る自然災害の場合を除く）

⑵ 報告先

各事業所等の所在地を管轄する地域振興局・支庁地域保健福祉課

※ 市町村及び利用者の家族等にも報告をお願いします。

８ 指導監査について

県では，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づき，サービスの提供が関係法令等に従い適正に行われるよう，次の実施要領

に基づき，「指導」及び「監査」を行っています。

・ 県指定障害福祉サービス事業者等指導・監査実施要領

・ 県指定障害児通所支援事業者指導・監査実施要領

・ 県指定障害児入所施設等監査実施要領

⑴ 指導

関係省令等（以下「指定基準等」という。）に定める事業者等の従業者，

設備及び運営に関する基準並びにサービスに要する費用の算定及び請求等の

基準に関する事項の周知徹底とその遵守を図ることを目的に行います。

ア 集団指導

毎年度１回，一定の場所に事業者を招集し，講習等の方法で実施します。

※ 令和２年度から４年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため招集は行わ

ず，県のホームページへ資料を掲載することにより，行っています。

イ 実地指導

・ 事業所において，「実地」により関係書類を確認しながら，関係者と

の「面談方式」で，おおむね３年に１度，事業所を所管する地域振興局

・支庁が実施します。
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※ 原則として実施日の３０日前までに当該事業者に実施日等を通知します。

通知に記載された期日までに，関係書類を提出してください。

・ 改善を要すると認められた事項は，後日文書により通知します。

文書で指摘した事項については，「改善報告書」の提出を求めること

になりますので，決められた期日までに必ず提出してください。

・ 改善報告書の内容について，実地に確認する必要があるときは，再度

実地指導を行うことがあります。

・ 実地指導中，著しい指定基準等の違反が確認され，利用者等の生命又

は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断される場合や費用の請

求に誤りが確認され，その内容が著しく不正であると認められる場合は，

実地指導を中止し，「監査」（次項参照）に切り替える場合があります。

⑵ 監査

指定基準等に違反し若しくはその疑いが認められる場合，又はサービス等

に要する費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合など

（下記参照）において，事実関係を的確に把握し，適切な措置をとることを

目的に行います。

（一般情報）

○ 通報・苦情・相談等に基づく情報

○ 市町村，相談支援事業者等に寄せられる苦情

○ 自立支援給付に係る費用の請求データ等の分析から特異傾向を示す事

業者情報

（実地指導による情報）

○ 実地指導により確認した指定基準違反等

○ 市町村から情報提供された，当該市町村が実地指導により確認した指

定基準違反等

・ 監査の実施については，前日又は当日に電話等で通知します。ただし，

特に必要と認めるときは，通知せずに実施することがあります。

・ 監査による是正又は改善結果の確認を行っても指定基準違反等が認めら

れる場合は，「勧告」又は「命令」，「指定の取消し」等などを措置を行い

ます。

※ 指導監査の実施要領及び実地指導で使用する指導調書等は，下記の県ホー

ムページで確認，ダウンロードしてください。

ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 指導監査

https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/syogai-syakai/kansa/index.html
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※ サービスの質の向上を図るため，「福祉サービス第三者評価」制度の活用

についても，ぜひ御検討ください(制度の詳細は，別添参考資料をご覧くだ

さい）。

９ 障害者の希望を踏まえた適切な支援について

北海道内の共同生活援助事業所の利用者が不妊処置を受けていた事案につい

ては，令和５年１月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課事務連絡において，

・ 一般論として，事業者が，障害福祉サービス等の利用の条件として避妊処

置等を求めることや，利用者に対し避妊処置等を強要することは，当該責務

規定に違反するものである。

・ 「全ての国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重されるものである」という法の基本理念を踏

まえれば，障害があることを理由に子どもを産み育てられないものとして支

援することはあってはならないものである。

とされているところです。

当該通知については，令和５年１月30日付けで，各障害福祉サービス事業者

等へメールにより送付しているところですが，本資料に再度添付しております

ので，内容を御確認くださるようお願いします。

さらに，当該通知に基づき，利用者本人の生活の希望を丁寧に把握すること

や利用者本人の自己決定を尊重しつつ，支援方針等について丁寧に検討し，関

係機関の連携の下，利用者本人の希望の実現に向けた支援を進めるよう，また，

障害者等の意思及び人格を尊重して，常に障害者等の立場に立ったサービスの

提供に努めていただきますようお願いします。

10 メールアドレス登録のお願い

国からの通知や各種補助制度等については，メールでお知らせしています。

事業所等を運営する法人の本部（各事業所等を統括する部署）等の「メール

アドレス」登録をお願いします。

また，登録したメールアドレスが変更になる際も，下記までお知らせくださ

い。

障害福祉課施設支援係メールアドレス：s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp

※ 運営する各施設・事業所等へは，法人本部等から周知をお願いします。
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令和５年１月30日

各障害福祉サービス施設・事業所等の長 様

鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課長

障害福祉サービス事業者における障害者の希望を踏まえた適切な支援の

徹底等について（通知）

障害福祉行政の推進については，日頃から御尽力・御協力を賜り厚くお礼申し上

げます。

さて，指定障害福祉サービス事業者等の責務については，障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成17 年法律第123 号。以下「法」という。）

第42条において，「障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう，障害者等の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならないこと及び障

害者等の人格を尊重し，障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない

こと」が定められています。

今般，北海道内の共同生活援助事業所の利用者が不妊処置を受けていた事案につ

いて，別添のとおり厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から通知が

あり，当該通知において，

・ 一般論として，事業者が，障害福祉サービス等の利用の条件として避妊処置

等を求めることや，利用者に対し避妊処置等を強要することは，当該責務規定

に違反するものである。

・ 「全ての国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するか

けがえのない個人として尊重されるものである」という法の基本理念を踏まえ

れば，障害があることを理由に子どもを産み育てられないものとして支援する

ことはあってはならないものである。

とされたところです。

ついては，各障害福祉サービス事業者におかれましては，利用者本人の生活の希

望を丁寧に把握することや利用者本人の自己決定を尊重しつつ，支援方針等につい

て丁寧に検討し，関係機関の連携の下，利用者本人の希望の実現に向けた支援を進

めるよう，また，障害者等の意思及び人格を尊重して，常に障害者等の立場に立っ

たサービスの提供に努めていただきますようお願いします。

(問合せ先)

鹿児島県くらし保健福祉部

障害福祉課施設支援係

電 話：099-286-2749（直通）

メール：s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp
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